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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
光源、対物レンズを有する共焦点光学装置の光路上に設けられ、前記対物レンズの焦点位
置を光軸方向に変更する焦点位置変更装置であって、
　それぞれ平行平板形の透明体により構成されるとともに屈折率および厚さの少なくとも
一方が互いに異なる複数の光路変更片と、
　前記複数の光路変更片が前記対物レンズの光軸と交差するよう回転方向に沿って配設さ
れるとともに、前記光源側の面の所定の領域に反射防止層が形成された回転板と、
　前記回転板を回転駆動する駆動部と、
　を備え、
　前記回転板は、
　前記複数の光路変更片のそれぞれに対応する複数の光線通過部、
　を有し、
　前記複数の光路変更片のそれぞれは、
　前記回転板の前記光源と反対側の面内の前記複数の光線通過部に対応する位置に設けら
れ、
　前記回転板の前記反射防止層は、
　前記回転板の前記光源側の面内の領域であって、前記複数の光路変更片のそれぞれに対
応する複数の光線通過部を除く領域のうち少なくとも前記光源の光が照射される領域に形
成された、
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　焦点位置変更装置。
【請求項２】
前記回転板は、
　前記複数の光路変更片が前記対物レンズの前記光源側の光軸と交差するよう、前記光源
と前記対物レンズとの間の光路上に設けられた、
　請求項１記載の焦点位置変更装置。
【請求項３】
前記反射防止層は、
　前記回転板に貼り付けられた反射防止材、前記回転板に塗布された黒色系塗料、または
前記回転板の表面を粗面化して形成された層のいずれかにより形成された、
　請求項１または２に記載の焦点位置変更装置。
【請求項４】
光源と、
　複数の共焦点開口部が形成された開口板と、
　前記複数の共焦点開口部を通過したそれぞれの光を物体側集光点に集光するとともに、
この集光した光の被計測体による反射光をそれぞれ対応する共焦点開口部に再度集光する
対物レンズと、
　それぞれ平行平板形の透明体により構成されるとともに屈折率および厚さの少なくとも
一方が互いに異なる複数の光路変更片と、前記複数の光路変更片が前記対物レンズの光軸
と交差するよう回転方向に沿って配設されるとともに前記光源側の面の所定の領域に反射
防止層が形成された回転板と、前記回転板を回転駆動する駆動部と、を有し、前記回転板
の回転にともない光軸と交わる前記光路変更片が変わるごとに前記対物レンズの焦点を光
軸方向に離散的に変更する焦点位置変更部と、
　前記共焦点開口部に再度集光された前記被計測体による反射光を入力される撮像系と、
　を備え、
　前記回転板は、
　前記複数の光路変更片のそれぞれに対応する複数の光線通過部、
　を有し、
　前記複数の光路変更片のそれぞれは、
　前記回転板の前記光源と反対側の面内の前記複数の光線通過部に対応する位置に設けら
れ、
　前記回転板の前記反射防止層は、
　前記回転板の前記光源側の面内の領域であって、前記複数の光路変更片のそれぞれに対
応する複数の光線通過部を除く領域のうち少なくとも前記光源の光が照射される領域に形
成された、
　共焦点光学装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、共焦点光学系に用いられ対物レンズの焦点位置を光軸方向に変更する焦点位
置変更装置およびこれを用いた共焦点光学装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　共焦点光学系を用いた光学装置である共焦点光学装置は、被計測体表面の立体形状を計
測する計測装置として利用され、あるいは被計測体表面を観察する顕微鏡として利用され
る。これらの目的で用いられる場合、共焦点光学装置は、被計測体表面上の各点に焦点を
合わせる必要がある。このため、対物レンズの焦点位置を変更するための焦点位置変更装
置を備えることが多い。
【０００３】
　従来、この種の焦点位置変更装置として、特開平９－１２６７３９号公報（特許文献１
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）に開示されたものがある。
【０００４】
　この特許文献１に開示された焦点位置変更装置は、共焦点光学系に設けられ、互いに厚
さが異なるかまたは互いに屈折率が異なる複数の平行平板形の透明体と、この複数の透明
体が配列された回転体と、を備える。この焦点位置変更装置は、回転体の回転にともない
光軸と順次交差する透明体の厚さまたは屈折率に応じて、対物レンズの焦点位置を光軸方
向（被計測体の高さ方向）に変更できるようになっている。このため、この種の回転体を
用いた焦点位置変更装置によれば、対物レンズの焦点位置を固定し被計測体の載置台を動
かす場合に比べ、非常に高速かつ精細に焦点位置を変更することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平９－１２６７３９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、回転体を用いた焦点位置変更装置を用いると、回転体自体が光軸と交差する期
間が生じてしまう。回転体自体が光軸と交差すると、回転体により光が反射される。この
回転体からの反射光は、被計測体からの反射光をあつかう共焦点撮像系にとっては本来不
要なものであって、低減されることが望ましい。
【０００７】
　一方、回転体の透明体設置面は、透明体の傾きによる対物レンズの焦点位置のずれを防
ぐため、研磨を施されるなどして平面度が高く設定されることが好ましい。ところが、平
面度が高いと反射率が非常に高くなってしまい、回転体からの反射光がより多く共焦点撮
像系に入力されてしまう。
【０００８】
　本発明は、上述した事情を考慮してなされたもので、回転体からの反射光を抑制するこ
とができる焦点位置変更装置およびこれを用いた共焦点光学装置を提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一実施形態に係る焦点位置変更装置は、上述した課題を解決するために、光源
、対物レンズを有する共焦点光学装置の光路上に設けられ、対物レンズの焦点位置を光軸
方向に変更する焦点位置変更装置であって、それぞれ平行平板形の透明体により構成され
るとともに屈折率および厚さの少なくとも一方が互いに異なる複数の光路変更片と、複数
の光路変更片が対物レンズの光軸と交差するよう回転方向に沿って配設されるとともに、
光源側の面の所定の領域に反射防止層が形成された回転板と、回転板を回転駆動する駆動
部と、を備え、回転板は、複数の光路変更片のそれぞれに対応する複数の光線通過部、を
有し、複数の光路変更片のそれぞれは、回転板の光源と反対側の面内の複数の光線通過部
に対応する位置に設けられ、回転板の反射防止層は、回転板の光源側の面内の領域であっ
て、複数の光路変更片のそれぞれに対応する複数の光線通過部を除く領域のうち少なくと
も光源の光が照射される領域に形成されたものである。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明に係る焦点位置変更装置およびこれを用いた共焦点光学装置によれば、回転体か
らの反射光を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の第１実施形態に係る焦点位置変更装置を備えた共焦点光学装置の一例を
示す概略的な全体構成図。
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【図２】焦点位置変更部の一構成例を示す斜視図。
【図３】光路変更片が回転板の被計測体側の面に設けられる場合における回転板の一部の
構成例を示す平面図。
【図４】焦点位置変更部の構成例の一部を図３のＡ－Ａ線に沿って外周側から見た弧状の
断面図。
【図５】図４に示す焦点位置変更部の構成例における回転板３２の変形例を示す図。
【図６】本発明の第２実施形態に係る共焦点光学装置（焦点位置変更装置を含む）の一例
を示す概略的な全体構成図。
【図７】本発明の第３実施形態に係る共焦点光学装置（焦点位置変更装置を含む）の一例
を示す概略的な全体構成図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明に係る焦点位置変更装置およびこれを用いた共焦点光学装置の実施の形態につい
て、添付図面を参照して説明する。
【００１３】
　本発明の一実施形態に係る焦点位置変更装置を備えた共焦点光学装置は、２次元配列型
の共焦点開口アレイまたはニポウディスクを有する共焦点光学系を用いて、たとえば被計
測体表面の立体形状を計測するための計測装置として利用され、あるいは表面形状観察を
するための顕微鏡として利用されるものである。計測対象物としては、たとえばＩＣパッ
ケージのような大量生産部品の電極端子（たとえば大きさ数十ミクロン～数百ミクロン）
などが挙げられる。
【００１４】
（第１の実施形態）
　図１は、本発明の第１実施形態に係る焦点位置変更装置を備えた共焦点光学装置の一例
を示す概略的な全体構成図である。なお、以下の説明では、光軸方向をＺ軸、光軸方向に
垂直な方向をＸ軸およびＹ軸とする場合の例について示す。また、以下の説明では、焦点
位置変更装置を備えた共焦点光学装置が被計測体表面の立体形状を計測するための計測装
置として利用される場合の例について示す。
【００１５】
　共焦点光学装置１０は、光源１１ａを有する照明光学系１１、主面が光軸方向に垂直と
なるよう配置された開口板１２、対物レンズ１３、焦点位置変更部１４、被計測体１５を
載置するための載物台１６、被計測体１５からの反射光を入射される光検出器１７ａを複
数有する光検出器群１７、載物台１６をＸＹＺ各方向に移動させるための載物台駆動部１
８、載物台１６および載物台駆動部１８を支持する支持基台１９、および画像処理装置２
０を有する。載物台駆動部１８は、載物台Ｚ変位部２１および載物台ＸＹ変位部２２を有
する。
【００１６】
　光源１１ａとしては、たとえばハロゲンランプやレーザなどを用いることができる。光
源１１ａから出射された光は、照明レンズ２３を介して面状の照明光束となる。この光は
、偏光ビームスプリッタ２４を介して開口板１２を照明する。
【００１７】
　開口板１２は、それぞれ共焦点開口部として機能する複数の開口部２５を有する。開口
板１２には複数の開口部２５が形成されていればよく、開口板１２としては開口部２５が
２次元に配列されて開口アレイが形成されたものを用いてもよいし、いわゆるニポウディ
スクを用いてもよい。ニポウディスクを用いる場合、ニポウディスクは図示しない駆動機
構により回転駆動される。
【００１８】
　各開口部２５を通過した光は、焦点位置変更部１４を介して対物レンズ１３を照射し、
対物レンズ１３によって被計測体１５に投光されつつ開口部２５と共役なスポット（物体
側集光点）に集光される。各物体側集光点は、Ｚ軸方向の所定の位置の光軸方向に垂直な
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面（以下、物体側集光面という）上に位置する。なお、対物レンズ１３は、たとえば複数
のレンズおよび絞りにより構成されて両側テレセントリック光学系を構成されてもよい。
【００１９】
　載物台Ｚ変位部２１は、ステッピングモータやサーボモータ、あるいはピエゾモータな
どの一般的な駆動装置により構成され、載物台１６を光軸方向に変位させる。この変位の
量、方向およびタイミングは、画像処理装置２０によりＺ軸ドライバ３０を介して制御さ
れる。載物台Ｚ変位部２１は、たとえば測定開始前に載物台１６を光軸方向に大まかに変
位させる。
【００２０】
　図２は、焦点位置変更部１４の一構成例を示す斜視図である。図２には、光路変更片３
１が被計測体側の面に設けられる場合の例について示した。
【００２１】
　対物レンズ１３の光路中に透明体により構成された平行平板形の光路変更片３１を配置
すると、対物レンズ１３の物体側集光面の位置がＺ方向に移動する。この焦点移動幅は、
光路変更片３１の屈折率および厚さによって制御することができる。
【００２２】
　このため、図２に示すように、回転板３２に対して回転方向に沿って等間隔に互いに焦
点移動幅が異なる光路変更片３１を配設する。この回転板３２をモータなどの駆動部３３
により所定の速度で連続回転させることにより、光路変更片３１のそれぞれが対物レンズ
１３の光軸と交わるごとに離散的に（ステップ的に）対物レンズ１３の物体側集光面の位
置をＺ方向（光軸方向）に移動させることができる。なお、回転板３２に配設された光路
変更片３１の一部は、他の光路変更片３１と同一の屈折率および厚さを有し同一の焦点移
動幅を有するものであってもよい。
【００２３】
　回転板３２の回転状態はタイミングセンサ３４により検知される。タイミングセンサ３
４の出力は画像処理装置２０に与えられる。画像処理装置２０は、あらかじめ各光路変更
片３１と物体側集光点のＺ軸座標とを関連付けた情報を保持している。画像処理装置２０
がタイミングセンサ３４の出力にもとづいて各光路変更片３１と光軸とが交わるタイミン
グで光検出器群１７を露光させることを繰り返すことにより、離散的な複数の物体側集光
点の位置のそれぞれで、容易かつ高速に撮像を行うことができる。
【００２４】
　駆動部３３は、画像処理装置２０により制御可能に構成されてもよい。この場合、画像
処理装置２０は回転板３２の回転速度を制御することができる。
【００２５】
　なお、図２には、複数の光路変更片３１のそれぞれに対応する複数の光線通過部３５が
回転板３２に貫通口として設けられるとともに、光路変更片３１が回転板３２の光源側の
面（以下、光源側面という）３６には設けられず、回転板３２の光源１１ａと反対側の面
（以下、被計測体側面という）３７に光路変更片３１が設けられる場合の例について示し
た。このとき、この場合、開口部２５を通過した光は、貫通口としての光線通過部３５を
通過してから、光路変更片３１を透過して被計測体１５に向かう。
【００２６】
　また、以下の説明では光線通過部３５および光路変更片３１の形状が円形である場合の
例について示すが、これらの形状は楕円形、多角形等であってもよい。
【００２７】
　被計測体１５による反射光のうち特に物体側集光点における反射光は、対物レンズ１３
により、物体側集光点と光学的共役関係にある点（以下、像側集光点という）に集光され
る。点光源としての開口部２５と物体側集光点とは、１対１に対応する。本実施形態では
、像側集光点が点光源としての開口部２５に一致する場合の例について説明する。この場
合、開口部２５を通過した光は物体側集光点に集光されるとともに、この物体側集光点で
反射されて開口部２５に再度入射することになる。
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【００２８】
　開口部２５に再度入射した光は、偏光ビームスプリッタ２４により偏向されて結像光学
系３８に入射し、光検出器群１７を構成する光検出器１７ａに入射する。ここで、結像光
学系３８は、開口部２５の像を光検出器群１７の光電変換面に結ぶように構成される。開
口部２５（像側集光点）とこの開口部２５に対応する位置に配設された光検出器１７ａと
は、偏光ビームスプリッタ２４および結像光学系３８により互いに共役関係となる。
【００２９】
　光検出器群１７は、いわゆる２次元イメージセンサであり、光検出器群１７を構成する
光検出器１７ａは、ＣＣＤ（Charge Coupled Device）イメージセンサやＣＭＯＳ（Compl
ementary Metal Oxide Semiconductor）イメージセンサにより構成されて、照射された光
の強度に応じた信号を画像処理装置２０に出力する。また、光検出器群１７は、画像処理
装置２０により光検出のタイミングを制御される。
【００３０】
　画像処理装置２０は、この光検出器群１７から受けた信号を、画像（以下、共焦点画像
という）を生成するための画像データ（以下、共焦点画像データという）として用いるこ
とができる。また、画像処理装置２０は、たとえば共焦点画像データにもとづく共焦点画
像を露光ごとに生成してもよい。なお、画像処理装置２０は、露光ごとに光検出器群１７
の出力信号を得ることができれば、この出力信号にもとづいて立体形状計測を行うことが
可能であり、共焦点画像は必ずしも生成せずともよい。
【００３１】
　画像処理装置２０は、ＣＰＵなどの演算処理部、演算処理部により読み書き可能な記憶
部、入力部および表示部などを有する一般的なパーソナルコンピュータなどの情報処理装
置によって構成することができる。画像処理装置２０の演算処理部は、少なくとも立体形
状計測に必要な演算処理および共焦点光学装置１０の動作の全般的な制御を実行する。
【００３２】
　載物台駆動部１８の載物台ＸＹ変位部２２は、載物台１６を光軸方向に垂直な方向に変
位させる。たとえば、載物台ＸＹ変位部２２は、測定の合間に測定対象領域をＸＹ面内で
移動させるために用いられる。
【００３３】
　この載物台ＸＹ変位部２２は、載物台１６のＸ軸方向およびＹ軸方向の位置決めを行う
Ｘ軸変位機構４１およびＹ軸変位機構４２を有する。Ｘ軸変位機構４１およびＹ軸変位機
構４２は、たとえばサーボモータにより構成され、変位の量、方向およびタイミングは、
画像処理装置２０によりＸＹ軸ドライバ４５を介して制御される。
【００３４】
　次に、焦点位置変更部１４の構成について詳細に説明する。
　図３は、光路変更片３１が被計測体側面３７に設けられる場合における回転板３２の一
部の構成例を示す平面図である。
【００３５】
　回転板３２の回転にともない、光源１１ａの光は光源側面３６の帯状の領域（以下、光
照射領域という）５０を照射する。しかしながら、回転板３２のうち被計測体１５に向け
て光を通過させるべき領域は光線通過部３５のみである。たとえば回転板３２が金属など
の高反射率部材により構成され、光線通過部３５が貫通口により構成される場合、光線通
過部３５における反射はおこらないものの、回転板３２の光源側面３６内の領域であって
光線通過部３５を除く領域のうち、光照射領域５０に属する領域に照射された光は、光源
側に反射されて光検出器群１７に入射してしまう場合がある。
【００３６】
　ここで、回転板３２の光路変更片３１の設置面は、光路変更片３１の傾きによる画像の
横ずれを防ぐため、研磨を施されるなどして平面度が高く設定され、反射率が非常に高く
なっている。このため、光路変更片３１の設置面を光源側面３６とすると、光検出器群１
７に入射される光源側面３６の反射光が非常に多くなってしまう。
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【００３７】
　そこで、本実施形態に係る焦点位置変更部１４は、光路変更片３１の設置面を被計測体
側面３７とし、光源側面３６の反射光を抑制するよう構成される。
【００３８】
　図４は、焦点位置変更部１４の構成例の一部を図３のＡ－Ａ線に沿って外周側から見た
弧状の断面図である。
【００３９】
　図４に示す焦点位置変更部１４の構成例において、光線通過部３５は貫通口により構成
される。また、光路変更片３１は、回転板３２の被計測体側面３７の、光線通過部３５に
対応する位置に設けられる。この場合、被計測体側面３７はあらかじめ研磨を施されるな
どして平面度が高く設定される。一方、光源側面３６内の領域であって光線通過部３５を
除く領域のうち、少なくとも光照射領域５０に属する領域には、反射防止層５１が形成さ
れる。
【００４０】
　反射防止層５１は、回転板３２に貼り付けられた反射防止材、回転板３２に塗布された
黒色系塗料、回転板３２の表面を粗面化して形成された層のいずれかまたはこれらの組み
合わせにより形成することができる。
【００４１】
　この第１構成例に係る焦点位置変更部１４によれば、光源側面３６に照射される光の反
射を反射防止層５１によって抑制することができる。
【００４２】
　図５は、図４に示す焦点位置変更部１４の構成例における回転板３２の変形例を示す図
である。
【００４３】
　回転板３２は、金属板などの高反射率部材により構成されてもよいし、透明体により構
成されてもよい。透明体により構成される場合、光線通過部３５にはなにも施されず、貫
通口とされる必要はない。すなわち、透明体により構成される場合、回転板３２は光線通
過部３５を含む全体を一枚の連続した板で構成することができる。
【００４４】
　回転板３２を透明体により構成し、光線通過部３５（図５の斜線部）にはなにも施さず
に回転板３２を貫通口のない一枚の連続した板とする場合、図４に示す構成例における回
転板３２をこの変形例に係る回転板３２に置き換えればよい。図５には、図４に示す焦点
位置変更部１４の構成例における回転板３２を変形例に係る回転板３２に置き換える場合
について例示した。
【００４５】
　本実施形態に係る焦点位置変更部１４および共焦点光学装置１０によれば、光路変更片
３１の設置面に対して研磨を施すなどして平面度を高く設定することにより光路変更片３
１の意図しない傾きを防止しつつ、回転板３２の光源側面３６の反射光を抑制することが
できる。したがって、本実施形態に係る焦点位置変更部１４を用いた共焦点光学装置１０
によれば、焦点位置を光軸方向に高速かつ精細に制御することができるとともに、光源側
面３６からの反射光の影響を低減した画像を取得することができる。
【００４６】
（第２の実施形態）
　次に、本発明に係る焦点位置変更装置およびこれを用いた共焦点光学装置の第２実施形
態について説明する。
【００４７】
　図６は、本発明の第２実施形態に係る共焦点光学装置１０Ａ（焦点位置変更部１４を含
む）の一例を示す概略的な全体構成図である。
【００４８】
　この第２実施形態に示す共焦点光学装置１０Ａは、焦点位置変更部１４が対物レンズ１
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３の被計測体１５側に設けられる点で第１実施形態に示す共焦点光学装置１０と異なる。
他の構成および作用については図１に示す共焦点光学装置１０と実質的に異ならないため
、同じ構成には同一符号を付して説明を省略する。
【００４９】
　図６に示すように、焦点位置変更部１４は被計測体１５側に設けられてもよい。この共
焦点光学装置１０Ａによっても、第１実施形態に係る共焦点光学装置１０と同様の作用効
果を奏する。
【００５０】
（第３の実施形態）
　次に、本発明に係る焦点位置変更装置およびこれを用いた共焦点光学装置の第３実施形
態について説明する。
【００５１】
　図７は、本発明の第３実施形態に係る共焦点光学装置１０Ｂ（焦点位置変更部１４を含
む）の一例を示す概略的な全体構成図である。
【００５２】
　この第３実施形態に示す共焦点光学装置１０Ｂは、開口板１２として開口部２５が２次
元に配列されて開口アレイが形成されたものを用い、この開口板１２を開口板変位部６０
により光軸方向に垂直な所定の方向にリニアに変位させる点で第１実施形態に示す共焦点
光学装置１０と異なる。他の構成および作用については図１に示す共焦点光学装置１０と
実質的に異ならないため、同じ構成には同一符号を付して説明を省略する。
【００５３】
　一般に、２次元配列型の開口アレイの開口部２５同士は、ビーム間のクロストークを小
さくするために所定の離間距離をあけて設けられる必要がある。このため、２次元配列型
の開口アレイを有する共焦点光学系では、この離間距離のために光軸に垂直な面内方向の
分解能が制約されてしまう。一方、近年、固体撮像素子を用いた２次元イメージセンサは
、非常に高画素のものが開発されてきている。
【００５４】
　そこで、本実施形態では、光検出器群１７を露光させつつ、開口板変位部６０により開
口板１２を光軸方向に垂直な所定の方向に直線的に走査することにより、１つの開口部２
５で複数の画素に対応させる。
【００５５】
　この共焦点光学装置１０Ｂによっても、第１実施形態に係る共焦点光学装置１０と同様
の作用効果を奏する。また、本実施形態に係る共焦点光学装置１０Ｂによれば、光軸に垂
直な面内方向における取得される撮像画像の分解能を、より向上させることができる。
【００５６】
　なお、本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示
したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は
、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、
種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の
範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含
まれる。
【符号の説明】
【００５７】
１０、１０Ａ、１０Ｂ　共焦点光学装置
１１　照明光学系
１１ａ　光源
１２　開口板
１３　対物レンズ
１４　焦点位置変更部
１５　被計測体
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１７　光検出器群
１７ａ　光検出器
２５　開口部
３１　光路変更片
３２　回転板
３３　駆動部
３５　光線通過部
３６　光源側面
３７　被計測体側面
５０　光照射領域
５１　反射防止層

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】
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